
●日時　９月25日（木）・26日（金）
　　　　17:15 ～ 20:00
●場所　上下水道事業所（城北町）
※取り扱いは上下水道料金・使用料、

下水道事業受益者負担金など、上
下水道に関連するものです。

問上下水道事業所　☎25-5522

９月の上下水道事業所
夜間窓口

※住民基本台帳法の改正により、平成24年７月末からの人口は外国人住民を含めた人数を掲載しています。

市内の交通事故　７月１日～31日　※（　）は1月からの累計

■発生件数　62件（503件）� ■死亡者数　��0人（　�0人）
■負傷者数　�７人（��49人）� ■物損件数　56件（462件）
■飲酒運転摘発者数　０人（３人）

■人口　36,249人　（前月比）－21人
　　　　男17,700人� 女18,549人
■出生件数　　15件� ■死亡件数　30件
■世帯数　14,113世帯 ※住民基本台帳から、７月31日現在

９月は
　固定資産税（３期）
　国民健康保険税（３期）
　後期高齢者医療保険料（３期）

の納期です

「夜間収納総合窓口」開設

●日時　９月25日（木）・26日（金）
　　　　17:15～19:30
※納税相談は20:00まで
●場所　収納管理室・会計課

　次の方々からご寄付をいただきました。
紙上からお礼申し上げます（敬称略）。
■生活基盤の整備や福祉事業などのため
　東北電力株式会社白石営業所所長 加藤
靖一、株式会社ユアテック白石営業所所長 
安田将之、麻生靖子、白岩優子、大野秀男、
白石ライオンズクラブ会長 小川正人
■震災復興のため
　タケダジュンイチ、タケウチミサ
オ、川村要一郎、山田乳業株式会社、
伊藤陽子（平成26年7月1日～31日まで）
※震災後からの合計843件・107,795,348円

1_LED街路灯を寄付した東北電力白石営
業所長加藤靖一さんとユアテック白石営
業所長安田将之さん　2_碧水園に鳥の子
屏風などを寄付した麻生靖子さん

　議会を傍聴してみませんか。詳し
い日程などはお問い合わせください。
●日時　９月４日（木）10:00開会予定
●場所　市役所５階議場
問議会事務局　☎22-1351

市議会９月定例会を
開催します
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　後納制度（国民年金保険料の納期
限の延長）をご利用ください！
　国民年金保険料を納め忘れたまま
２年を経過すると保険料を納めるこ
とができませんでしたが、平成24年
10月から３年間に限り、過去10年以
内の納め忘れた保険料を、古い分か
ら順に納めることができる後納制度
が始まりました。
　保険料を後納することで、将来の
年金額を増やしたり、年金の受給権
の確保につなげることができます。
　対象となる期間のある方には、年
金事務所からお知らせをお送りして
います。ただし、既に老齢基礎年金
を受給されている方は納めることが
できません。詳しくはお問い合わせ
ください。
問大河原年金事務所☎0224-51-3111
　国民年金保険料専用ダイヤル
　ナビダイヤル☎0570-011-050
　日本年金機構ホームページ
　http://www.nenkin.go.jp

国民年金保険料の
納め忘れがある方へ

　平成27年４月に小学校就学予定の
お子さんを対象に「発達検査」を実施
します。検査は、就学予定の学校で行
います。各学校の実施日に受けてく
ださい。当日は保護者または保護者
代理の方の付き添いをお願いします。
学校名 実施月日 受付時間

白石第一小 10月１日（水）
男子13:30～13:50
女子14:10～14:30

白石第二小 10月２日（木） 13:50～14:20

越 河 小 10月１日（水） 14:00～14:20

斎 川 小 �９月30日（火） 13:30～13:40

大 平 小 10月１日（水） 13:30～13:50

大 鷹 沢 小 ９月22日（月） 13:30～13:50

白 川 小 9月26日（金） 14:00～14:15

福 岡 小 10月３日（金） 13:45～14:00

深 谷 小 ９月30日（火） 14:15～14:25

小 原 小 10月３日（金） 14:15～14:30

問学校教育課　☎22-1342

平成27年次就学時
発達検査を実施します

紙上からお礼申し上げます

　用水路の維持補修のため、川干し
を行います。火の元には十分ご注意
ください。また、各ご家庭の周囲の
側溝や占用箇所の土砂上げなどにつ
いても、ご協力をお願いします。
●実施期間　９月26日（金）17:00 ～
29日（月）17:00（４日間、夜間を含む）
●実施区域　樋ノ口用水路・舘堀用
水路・沢端川ほか
問建設課　☎22-1326
　白石市土地改良区　☎25-9717

秋季川干し

　皆さんのご家庭や事務所などに設
置している水道メーターの有効期間
は計量法に基づき８年です。満期を迎
えるメーターを市の委託業者が訪問
し、無料で取り替え作業を行います。
●作業日程　①９月11日（木）～19日

（金）、②10月11日（土）～22日（水）、
③11月11日（火）～20日（木）
問上下水道事業所　☎25-5522

水道メ－タ－の取り替え
作業を行います

　８月18日現在の１件当たりの義
援金支給額は、次の通りです。
　再申請の必要はなく、振り込みを
もって通知に代えます。

問復興対策室　☎22-1561

東日本大震災災害義援金を
支給しています

区分 これまでの
累計額

今回
追加分

死亡・行方不明者 118万 ��900円 1万5千円
住宅全壊・全焼 107万9,900円 2万円
住宅大規模半壊・半焼 80万7,400円 1万5千円
住宅半壊・半焼 53万4,900円 1万円
母子・父子世帯（全半壊） 36万3,000円 －
要援護者（大規模半壊
以上施設入所者）

26万2,000円 －

震災孤児 50万4,900円 －

　３月から、高齢者の健康状態をう
かがう「すこやか訪問」を実施して
います。ご協力お願いします。
●内容　訪問による健康状態の確認
●対象者　介護予防を目的に平成24・
25年度に実施した「25項目の基本チ
ェックリスト」に回答した方
●訪問実施者　①在宅介護支援センタ
ー八宮、②在宅介護支援センター茶園
問地域包括支援センター　☎22-1466

介護予防
「高齢者すこやか訪問」

　次の条件に該当する方は、医療費
の助成が受けられます。
　それぞれの制度で所得基準や申請
に必要な書類、助成方法などが異な
りますので、詳しくはお問い合わせ
ください。
■子ども医療費助成制度
　10月診療分から、入院・通院医療
費ともに中学３年生の年度末まで助
成されます（現在は、０歳～小学６
年生は入院・通院医療費とも、中学
生は入院医療費のみ助成）。まだ申
請していない方は、早めに申請して
ください。
　申請には①お子さんの健康保険
証、②保護者名義の預金通帳、③印
鑑が必要です。
■心身障害者医療費助成制度
　次の①～③に該当する方は、入院・
通院医療費が助成されます。
①身体障害者手帳１級、２級、内部
障害３級をお持ちの方
②療育手帳Ａをお持ちの方
③特別児童扶養手当１級に該当する方

■母子父子家庭医療費助成制度
　ひとり親家庭や父母のいない児童
を対象に、医療機関ごとに入院は月
額2,000円、通院は月額1,000円を超
えた分の医療費を助成します。
※児童とは、18歳到達後の最初の

３月31日までの方。
■９月は受給者証の更新時期です
　「子ども」「心身障害者」「母子父
子家庭」の医療費助成受給者証は毎
年10月１日が更新日です。９月末日
まで新しい受給者証を郵送します。
更新の手続きは不要ですが、転入者
など所得状況が確認できない方は手
続きが必要となる場合があります。
※所得制限があるため、非該当と

なる場合があります。
■変更があったときは手続きを
　健康保険証や保護者、住所、振込
口座などに変更があったときは、早
めの手続きをお願いします。手続き
を行わないと医療費の助成ができな
い場合があります。
問健康推進課　☎22-1362

　国民健康保険（国保）の被保険者
証（保険証）は、毎年10月１日が更
新日です。新しい保険証は、９月末
日までに世帯主あて簡易書留郵便で
お送りしますので、印鑑をご用意の
上、お受け取りください。
■国保加入・喪失の手続きを忘れずに
　就職や離職した際に、職場でのみ
健康保険関連の手続きを行い、市役
所で手続きを行わなかったため、資
格上「国保・社会保険の両方に加入し
ている状態（二重加入）になっている」
事案が発生しています。職場で社会
保険の加入・資格喪失手続きを行っ
ても、国保の加入・資格喪失処理は自
動では行われません。必ず市役所１
階の市民課で手続きしてください。
問健康推進課　☎22-1362

国民健康保険の
被保険者証を更新します

子ども・心身障害者・母子父子家庭医療費助成の
登録手続きはお済みですか？

　平成26年４月から消費税率が８％
に引き上げられたことに伴い臨時的
な措置として子育て世帯臨時特例給
付金が支給されます。対象と思われ
る方へ７月に申請書をお送りしまし
た。公務員の方は勤務先から交付さ
れた申請書と児童手当受給状況証明
書が必要です。申請がまだお済みで
ない方は申請してください。
●申請締め切り日　10月14日（火）
問子ども家庭課　☎22-1363

子育て世帯臨時特例給付金

　計量法に基づく計量器の定期検査
を下記の日程で実施します。取引や
証明に使用する計量器は、検査を受
けないと使用できなくなりますの
で、必ず検査を受けてください。な
お、新しい計量器も「免除」のシー
ルを張りますので、検査会場までお
持ちください。
●検査日程と対象地区　①10月６日

（月）10:00～14:30　越河、斎川、大平、
大鷹沢、白川、小原地区、②10月７日

（火）10:00～14:30　福岡、白石地区（南
町・田町・本町・中町自治会）、③10月
８日（水）10:00～14:30　白石地区（南
町・田町・本町・中町自治会を除く）
●場所　市役所正面駐車場（車庫）
※対象日時で都合が悪い場合は、都合

のいい日時に受検してください。
問商工観光課　☎22-1321
　宮城県計量検定所　☎022-247-1641

計量器（はかり）の
定期検査を実施します

毎月７日は「うーめんの日」
家族みんなでうーめんを食べましょう
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